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細胞診標本の返却枚数変更について 
 

 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚く

お礼申し上げます。 

 さて、このたび細胞診検査におきまして、標本の返却枚数を下記の通り変更をさせて頂きたく、ご案内申

し上げます。 

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 
 

記 

 
 
 
《 変 更 日 》    平成 20 年 6 月 9 日（月）受付分より 
 

《 検 査 項 目 》    細胞診検査 

 

《 検 査 内 容 》 

変更内容 変 更 後 変 更 前 

標本返却をご指示頂いた場合 

標本返却枚数 

すべて返却 1枚のみ返却 

 

《 変 更 理 由 》    細胞診検査におきましては、ご依頼頂きました標本もしくは作製した標本 

すべてを用いて結果の判定を実施しております。しかしながら、１枚のみ 

標本返却した場合には、ご報告致しました検査結果と返却標本の判定に乖 

離が生じる可能性がございます。この事を防止する目的で標本返却をご要 

望頂きました際には、すべての標本を返却することと致しました。 

 


